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令和７年度第３回中井町下水道運営審議会 会議録   

日 時  令和８年３月１９日（木） 

 午後１時５５分から午後２時４０分まで 

場 所  中井町役場 ３階 ３Ｃ会議室 

出席者  尾上輝美会長、小澤克之助職務代理、後藤聡子委員、藤江洋子委員 

松本初江委員、森昭人委員、鶴井淳委員 

欠席者  藤澤智成委員 

事務局  中井町上下水道課 

青木課長、須藤班長、河野副主幹 

 

・開会 

 

・会長あいさつ 

  

・議題 

①社会資本総合整備計画の事後評価について 

事務局より資料１に基づき説明。 

 

委 員：はじめに配られた資料が計画だと思うが、計画どおりにできたという 

ことでよいのか。 

事務局：はい、最初にお配りしたものは計画です。昨年度計画を変更しました 

が、それに評価の内容が加わったものが今回の資料１になります。 

（その他意見なし） 

 

②下水道使用料の改定について 

事務局より資料２に基づき説明。 

会 長：事務局から答申書（案）の説明がありました。前回までに話してきた

内容をまとめてくれましたが、皆さまご意見いかがでしょうか。 

委 員：町内下水道の使用水量の平均は２ヵ月でどれ位だったか。 

事務局：以前の審議会でもお話しましたが、２ヵ月で 39㎥が平均値、36㎥が

中央値となります。当然各家庭によって使用量は異なりますが、大体

３人位の世帯で 2ヵ月 39㎥というのが平均値となります。 

委 員：２ヵ月 40㎥とすると今回の使用料改定でいくら位上がるのか。 

事務局：資料２、答申書（案）の４頁に２ヵ月税別での使用料がどれだけ変わ

るかが載っています。２ヵ月 40㎥だと今回の改定で 1,200円上がる

形となります。 

会 長：平成 11年度の供用開始から初めての料金改定ということで、答申書 
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（案）の付帯意見にも書いてありますが、下水道利用者にはよく周知

して、納得してもらえるようにしていただきたいと思います。 

事務局：令和９年４月からの下水道使用料改定としていますが、スケジュール

的には、令和８年度の９月議会で条例改正の議案を上げさせていただ

いて、その後半年位かけて皆様に納得していただけれるような周知を

させていただきたいと考えております。また、９月に条例改正の議案

を上げる予定ですが、６・７月位から議会のほうには事前に話をして

調整していきたいと思っています。 

会 長：下水道事業については、使用料改定が遅れれば遅れるほど改定率は大

きくなってしまうと思いますので致しかたないのかなと思います。 

事務局：近隣市町の動向になりますが、ここで大井町も令和８年４月から下水

道使用料を平均改定率 18.0％で改定します。大井町の改定後の料金は

２ヵ月 20㎥で税抜 1,790円、２ヵ月 40㎥で税抜 3,910円でした。資

料２の４頁と見比べていただければと思いますが、中井町の改定後の

使用料のほうが安いです。参考までに情報提供いたします。 

会 長：答申書（案）に記載がありますが、一般会計のお金、税金を基準外で

下水道事業に繰り入れております。これは下水道の使用者以外の方に

も負担をしていただいていることになり、公平な費用負担とは言えま

せん。 

委 員：下水道は基本的には都市計画事業として市街化区域内を整備していま 

す。一般会計から多額の基準外繰入れを行うことは市街化調整区域の 

住民からも間接的にお金を取っていることになるのでよくないと思い 

ます。 

委 員：議会で承認されれば令和９年４月１日から料金が上がるということに 

なると思いますが、検針は２ヵ月に一度行う形です。３月と５月に検 

針を行いますがその際の料金はどのような計算になるのでしょうか。 

事務局：検針については２ヵ月に一度、奇数月の半ばから月末にかけて行って

います。令和９年３月の検針で確定する使用料までは現行の料金体系

にて計算、その次の令和９年５月の検針で確定する使用料からは改定

後の料金体系にて計算という形で考えております。 

    言い換えると、下水道使用料は検針で料金が確定する後払いのものと

なりますので、４月に請求する分は旧料金体系で計算したもの、６月

に請求する分は新料金体系で計算したものになります。 

    基準日は４月１日となりますが、６月の請求分から新料金体系で計算

する形となりますというのを周知の際には補足説明で記載したいと思

っております。 

会 長：他にご質問等もないようですので、議題②の下水道使用料の改定につ

いて、答申書（案）の決議に入ります。中井町下水道運営審議会設置
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に関する条例第５条第３項の規定により「審議会の議事は、出席委員

の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。」と

なっております。議題②について事務局（案）に賛成の方、挙手をお

願いします。 

    （全員賛成） 

会 長：出席７名、賛成７名、全員賛成により議題②は可決されました。 

こちらの答申書については日程を調整し、私から町長に渡したいと思 

います。町長から諮問があったのが令和７年１月 17 日ですが、本日 

まで計４回審議会を開催し、下水道使用料の改定について審議してま 

いりました。いろいろなご意見をいただき、答申書を完成することが 

できました。皆さまありがとうございました。 

以上で議題は終了となりますが、その他について、事務局から何か 

ありますか。 

事務局：ご議決ありがとうございました。これでひと段落となりますが、次回 

は条例改正の前に内容を確認していただければと思っております。あ 

とは年度末、来年度の審議会は２回程度の開催でよいかなと思ってお 

ります。 

また、素案を見ていただいた経営戦略もここで完成しましたので皆様 

に配らせていただきました。お時間のあるときに見ていただければと 

思います。   

事務局：今年度は審議会を計３回開催しました。今年度はこれで最後となり 

ますので今年度分の委員報酬を３月31日にお支払いしたいと思います 

のでご承知おきください。 

また、本日の会議録についても作成でき次第、皆様に送付いたしますの 

でご確認をお願いいたします。その後町ホームページに掲載させてい 

ただきます。 

会 長：それでは、これをもちまして、本日の会議を終了させていただきま

す。議事進行にご協力いただきありがとうございました。 

事務局：ありがとうございました。会長からお話がありましたが、令和７年１月 

17 日付けで町長から「下水道使用料の改定について」の諮問を受け、 

審議会を計４回開催しました。本日、答申書という形でこれまで審議し 

てきた内容をまとめることができました。ご協力いただきありがとう 

ございました。今後はこの答申書を尾上会長から戸村町長に渡しても 

らい、その後、町のほうで下水道使用料の改定をどうするか意思決定す 

る段階となります。当審議会については来年度も開催させていただく 

予定ですが、次回は令和７年度の決算がほぼ確定する７月以降で調整  

できればと思っています。次回審議会の開催日が決まりましたらご連  

絡させていただきます。資料についても２週間前位には送付したいと 
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思っております。何かありましたら事務局までご連絡ください。 

これをもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。ご協力 

いただきありがとうございました。 

 

・閉会 

 

 


